
規 則

�愛媛県規則第４２号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

� ヨーネ病リアルタイムＰＣＲ法による検査 １頭につき２，２

００円

� 省略

３～６ 省略

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

� 省略

３～６ 省略

毎週（火・金）曜日発行 第２４９８号 平成２５年８月２３日
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告 示
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�愛媛県告示第９５３号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松前町 西 古 泉、東 古
泉、北川原、筒
井の一部

平成２３年度から
平成２４年度まで

松前町の
地籍図及び地籍簿

宇和島市 大浦の一部 平成２３年度から
平成２４年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

宇和島市 津島町下畑地の
一部

平成２３年度から
平成２４年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２５年８月２３日

�������
�愛媛県告示第９５４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９５５号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２５年４月農林水産省告

示第１１６７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２５年８月２６日から

平成２６年１月３１日まで

３ 作業地域 松山市（一部）

�愛媛県告示第９５７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の５第２項の規定により株式会社建築構造センターから構造計算適合性判定の業務を行

う事務所の所在地の変更の届出があったので、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定（平成２３年１０月愛媛県告示第１２５２号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２８
年９月
５日

愛媛県
第１２６７
号

魚廃物
加工肥
料

遊子漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量４．５
りん酸
全量
４．６

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
は、公
定規格
のとお
り

遊子漁業協同組
合
愛媛県宇和島市
遊子２５４８番

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字北川
１２１９

兵庫県尼崎市立花町四丁目１０
番２５号
堀 江 和 美

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字北川
１３６３

北宇和郡広見町大字奈良２０５
番戸
井 谷 喜久馬

〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２１０

宇和島市朝日町３６４番地
武 田 利 美 〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２１３

北宇和郡広見町大字奈良４番
耕地６２５番地
武 田 正 夫

〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２１４の１、２１７の２、２１８

宇和島市並松二丁目３番２号
近代産業株式会社 〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２３２

北宇和郡広見町大字奈良４番
耕地７０５番地
山 本 定

〃

愛 媛 県 報平成２５年８月２３日 第２４９８号

６４３
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�愛媛県告示第９５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市北方土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年８月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９６０号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年８月２３日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

�������
�愛媛県告示第９６１号
宇和島市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（維持管理）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２５年８月２３日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 宇和島市土地改良区 土地改良事業（維持管理）計画書の写

し

� 宇和島市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２５年８月２３日から９月２４日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所本庁

�愛媛県告示第９５８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 ２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地 名 称 事務所の所在地

省略 省略

広島事務所 広島県広島市中区八丁堀１５番６号

省略 省略

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２２）第２７６１号 平成２３年
３月１１日 �曽我部組 曽我部栄治 四国中央市土居町入野２３

７－２
平成２５年
７月１日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２０）第１６４６３号 平成２１年
３月２３日 中村汽船� 中村 勝彦 今治市伯方町北浦甲１２４２ 平成２５年

７月８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業、造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２４）第１３８８５号 平成２４年
１２月１１日 里野サッシ 里野 俊道 今治市中寺８５３－１３ 平成２５年

７月１０日
ガラス工事業
建具工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１５７５９号 平成２２年
６月２３日 亀田工業 亀田 伸 今治市宮下町３－甲１５３６ 平成２５年

７月１０日 左官工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１５０２１号 平成２４年
５月２４日 石村左官 石村 元晴 四国中央市川之江町２２０７ 平成２５年

７月１１日 左官工事業 建設業の廃止

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 松 川 茂 東温市北方３０３５番地２

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 露 口 守 忠 東温市北方８０５番地４

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

医 療 法 人 恕 風 会 愛媛県大洲市徳森１５１２
番地１

介護職員初
任者研修課
程

平成２５年
８月１３日

愛 媛 県 報平成２５年８月２３日 第２４９８号

６４４
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�愛媛県告示第９６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市向灘３０８６番６地先から

同市向灘３０９１番４地先まで

旧 ４．８～６．８ ０．２６９

新 ７．５～９．２ ０．２６９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市向灘３０８６番６地先から

同市向灘３０９１番４地先まで
平成２５年８月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町小田６４０番１から

同町小田６４１番５まで
平成２５年８月２３日

〃 〃
喜多郡内子町本川１９２７番６から

同町日野川７番１まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒甲１８２６番３地先から

同町下須戒甲１８５０番地先まで
平成２５年８月２６日
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平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町下須戒甲１８２９番２から

同町下須戒甲１８２９番２地先まで
平成２５年８月２６日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年８月８日 ＮＰＯ法人 こころ 白 石 康 松山市辻町１０番２１号 この法人は、心身・精神・身体障害者、災害遺
児及び飢餓に苦しむ子ども、災害又は疾病によ
り高額医療費を必要とする子どもを対象に、健
やかに地域社会で暮らせるよう社会の理解と支
援を得るための事業及び啓蒙活動を行い、健全
な地域社会づくり及び福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年７月３０日 特定非営利活動法人
愛媛県ケアプラン研究会 井 上 和 弘 松山市持田町４丁目６番３号 この法人は、地域社会に住む人々に対して、認

知症になっても、障害があってもその地域でそ
の人らしく暮らせることを支援し、共に学びあ
って共生社会の実現に寄与することを目的とす
る。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年８月２日 特定非営利活動法人
自立生活センター松山 中 村 久 光 松山市萱町２丁目８番２号 本会は、様々な人々が共に生活していく社会の

実現を図るため、障害者や高齢者が自立した生
活を営んでいくための支援に関する事業、福祉
の増進に関する事業を行い、もって社会全体の
利益の増進に寄与することを目的とする。
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�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２５年７月６日から８月１１日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２５年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年８月８日 ＮＰＯ法人
ボランティア神輿の会 平 野 昌 弘 松山市三番町二丁目５番地１４ この法人は、地域における福祉の増進、社会教

育の推進、まちづくりの推進を図り、社員によ
る協働事業を行い、地域社会の振興に寄与する
ことを目的とする。

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５

Ａ甲 １６ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２

Ａ甲 ２４ Ｂ ２

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｄ １

機械加工（数値制御旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １ Ｄ １

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ｄ １

機械保全（機械系保全作業）

３級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３

機械保全（電気系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ｃ １ Ｃ ２

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５

Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２

Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｄ １ Ｄ ２ Ｄ ３

建築大工（大工工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

左官（左官作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２５

平成２５年８月２３日 発行
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